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環境保全・公害防止

環境は地球上の全ての生物にとって生存基盤そのもので
あり、地球環境を保全し、次の世代に引き継ぐことは、私
たちに課せられた大きな責務である。
21世紀は「環境の世紀」ともいわれ、地球温暖化による
気候変動をはじめ、生物多様性、森林減少など地球規模で
の環境改善への取り組みが喫緊の課題となっている。
平成27年12月にフランスで開催された COP21（国連気
候変動枠組条約第21回締約国会議）では、2020年以降の法
的枠組みとして、世界各国が参加する公平で実効的な「パ
リ協定」が採択された。
国は、令和２年10月に、2050年までに温室効果ガスの排
出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」
を宣言し、「パリ協定」の目標などを踏まえつつ、2050年
までに脱炭素社会を目指すこととしている。
本区においても、令和３年３月に、2050年までに二酸化
炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ中央区
宣言」を行った。
この宣言に基づき、ゼロカーボンシティ達成とともに、
令和５年３月に策定した「中央区環境行動計画2023」に掲
げる望ましい環境像「水とみどりにかこまれ　地球にやさ
しく　未来につなぐまち　ゼロカーボンシティ　中央区」
の実現に向け、さらなる施策の推進を図っていく。

環境美化など
平成10年12月１日に「クリーン･リサイクル中央区宣言」
を行い、区民・事業者の協力を得て、クリーン活動を実施
してきた。さらに、平成16年３月には「中央区歩きたばこ
及びポイ捨てをなくす条例」を制定（平成16年６月１日施
行）し、より一層清潔な地域環境や快適な歩行空間の確保
を図っている。

クリーンデーの実施
地域美化意識の高揚を図るとともに、たばこの吸い殻や
空き缶などのごみの散乱を防止するため、５月30日（ごみ
ゼロの日）を「環境美化の日」と定めた11都県の統一行動
に合わせ、５月30日に近い日曜日に、町会・自治会、ボラ
ンティア、企業などによりまちの一斉清掃を行うクリーン
デーを平成３年度から実施している。
令和６年度は５月26日（日）に実施した。また、幼稚園・
小学校・中学校・高等学校や区内企業などもごみゼロの日
を中心に清掃活動を行い、地域の環境美化活動に取り組ん
だ。

クリーンデー実施実績

令和５年度 令和６年度

実施団体

町会・自治会など 138団体 126団体

幼稚園 11園 13園

小・中学校 14校 17校

高等学校 １校 １校

交通機関 18駅 18駅

官公署 ２署 ２署

企業・団体 117社23団体 144社24団体

回収量総計 2,460㎏ 2,600㎏

燃やすごみ 1,690㎏ 2,020㎏

燃やさないごみ 600㎏ 450㎏

資源物
（びん・缶・ペットボトル） 170㎏ 130㎏

※「晴海五丁目西地区まちびらき」イベントと日程が重
なったため、晴海地区のクリーンデーを中止した。

まちかどクリーンデーの実施
家庭や事業所などの自主的な清掃活動の輪を広げ、清潔
で快適なまちを実現するために、平成17年７月から毎月10
日を「まちかどクリーンデー」とし、清掃活動の促進を
図っている。参加団体には、希望により啓発用のたすきを
貸与するとともに、区のホームページで事業所名や活動な
どを紹介している。
令和５年度末時点の登録団体は、町会・自治会、事業所、
商店会、各種団体、個人などを合わせ358件であった。

工場などの規制指導
平成12年12月に都は「東京都公害防止条例」を全面改正
し、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以
下「環境確保条例」という）を制定した。
この条例は、従来の産業型公害対策の他、新たに都市・
生活型公害および地球環境問題に対処し、将来にわたって
都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を
確保することを目的としている。
条例改正に伴い、平成13年４月から、地下水の揚水規制、
小型焼却炉の使用制限、深夜営業騒音の規制に関する事務
など、また、平成14年４月からは工場・指定作業場に係る
化学物質の適正管理や土壌汚染対策が区の事務となった。
さらに、平成15年４月１日からは、都知事の権限であっ
た「騒音規制法」、「振動規制法」、「悪臭防止法」の地域の
指定、規制基準の設定などが区長に移譲され、地域に密着
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した法律の施行が可能となった。令和４年４月１日からは、
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事に
ついて、石綿含有の有無に関する事前調査結果などを電子
システムで報告することが義務となった。

工　場
「環境確保条例」では、定格出力の合計が2.2㎾以上の原
動機を使用する物品の製造、加工または作業を常時行う工
場、同出力の合計が0.75㎾以上の原動機を使用する印刷機
械、断裁機、金属切断機などを使用する工場、および金属
の溶接、塗料の吹き付け、写真の現像などを行う工場を条
例上の「工場」と定め、これらの工場を設置、変更しよう
とするときには、あらかじめ認可を受けることを義務付け、
必要に応じた指導を行い地域の環境保全に努めている。
令和５年度における工場の設置認可申請数は５件、廃止
届け出数は12件、令和６年４月１日現在の認可工場件数は
591件である。

業種別認可工場数

工場数
業種 591件

製　

造　

業

小　　　　　　計 517　
食 料 品  73　
飲  料  ・  た  ば  こ  ・  飼  料     1　
繊 維 工 業     1　
衣 服 ・ そ の 他 の 繊 維 製 品     3　
木  材  ・  木  製  品     9　
家  具  ・  装  備  品     4　
パ  ル  プ ・  紙 ・  紙  加  工  品   19　

出 版 ・ 印 刷
同 関 連 産 業

印 刷 業 273　
製 本 業  87　

ゴ ム 製 品     2　
な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮     1　
鉄 鋼 業     1　
金 属 製 品  16　
一 般 機 械 器 具  13　
運 送 用 機 械 器 具     3　
精 密 機 械 器 具     1　
そ の 他  10　

卸  売  ・  小  売  業  ・  飲  食  店     2　
運  輸  ・  通  信  業     1　
サ ー ビ ス 業  70　
医  療  ・  福  祉     1　

指定作業場
「環境確保条例」の「工場」には該当しないが、公害発
生の要因が多い事業場（20台以上収容能力のある自動車駐

車場、ガソリンスタンド、クリーニング店、ボイラーを有
する事業所など32種類）を「指定作業場」と定めている。
これらの事業所を設置、変更しようとするときは、工事着
工30日前までに届け出ることを義務付け、必要に応じた指
導を行い地域の環境保全に努めている。
令和５年度における指定作業場の設置・変更届け出件数
は26件で、令和６年４月１日現在の指定作業場の種類別合
計数は1,330件である。

指定作業場数

指定作業場の種類 指　　定
作業場数

合　　　　　　計 1,330件

自動車駐車場 894　

自動車ターミナル 1　

ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド
および天然ガススタンド 17　

自動車洗車場 14　

廃棄物の積替え場所または保管場所 2　

青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 6　

有毒ガスを使用する食物の燻蒸場 1　

めん類製造場 10　

豆腐または煮豆製造場 19　

洗濯施設を有する事業場 34　

工場、指定作業場などから排出される汚水の
処理施設を有する事業場 38　

暖房用熱風炉を有する事業場 3　

ボイラーを有する事業場 253　

ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関
またはガソリン機関を有する事業場 8　

焼却炉を有する事業場 3　

地下水を揚水するための施設を有する事業場 9　

病院 2　

科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場 16　

アスベスト（石綿）対策
「大気汚染防止法」や「環境確保条例」では、飛散性ア
スベストを使用している建物解体などの工事を実施すると
きには、14日前までの届け出、作業基準の遵守、測定など
を義務付けている。区では、解体工事の事前周知の届け出
や「建設リサイクル法」および「騒音・振動規制法」に基
づく届け出の際、各窓口において指導を強化し、アスベス
ト飛散防止を図っている。
令和５年度における工事施工計画届け出件数は118件で
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あった。
また、アスベスト問題は社会的に関心を集め、区民の健
康への不安が高いことから、区内の大気中のアスベスト濃
度を隔年で測定し、調査結果を公表している。

特定施設
「騒音規制法」および「振動規制法」では、工場や事業
所に設置する施設のうち金属加工機械、印刷機械、圧縮機、
送風機などの近隣に影響のある騒音や振動を発生させるも
のを「特定施設」と定め、これらを有する工場、事業所を
「特定工場等」と定義し、これらの施設を設置または変更
するときは30日前までに届け出ることを義務付けている。
令和５年度における特定施設の設置・変更届け出件数は、

「騒音規制法」に基づくものが19件、「振動規制法」に基づ
くものはなく、令和６年４月１日現在の特定施設の総台数
は、「騒音規制法」に基づく施設が7,605台、「振動規制法」
に基づく施設が386台である。

「騒音規制法」による特定施設の台数

特定施設の種類 台　数

合　　　　　計 7,605台

金 属 加 工 機 械 8　

空 気 圧 縮 機 お よ び 送 風 機 6,952　

木 材 加 工 機 3　

印 刷 機 械 636　

合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 6　

「振動規制法」による特定施設の台数

特定施設の種類 台　数

合　　　　　計 386台

金 属 加 工 機 械 23　

圧 縮 機 33　

印 刷 機 械 324　

合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 6　

特定建設作業
「騒音規制法」や「振動規制法」では、建築工事や土木
工事において近隣に影響のある騒音や振動を発生する建設
機械を使用する作業を「特定建設作業」と定め、工事着工
の７日前までに届け出ることを義務付けている。区ではこ
れに基づき、音量や作業時間などの基準を守るよう指導し、
快適なまちづくりに努めている。
令和５年度の届け出件数は、「騒音規制法」に基づくも

のが452件、「振動規制法」に基づくものが308件であった。

「騒音規制法」による特定建設作業届け出数

特定建設作業の種類 件　数

合　　　　　計 452件

くい打機・くい抜機を使用する作業 51　

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 380　

そ の 他 の 特 定 建 設 作 業 21　

「振動規制法」による特定建設作業届け出数

特定建設作業の種類 件　数

合　　　　　計 308件

くい打機・くい抜機を使用する作業 52　

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 253　

そ の 他 の 特 定 建 設 作 業 3　

土壌汚染対策
「環境確保条例」に基づき、有害物質取扱事業者が工場
もしくは指定作業場を廃止または除却する際や、それらの
用途の敷地であった土地の取得者が土壌汚染調査などの届
け出をする際、指導、助言を行い、土壌汚染の拡散防止を
図っている。
令和５年度における土壌汚染の調査結果の届け出件数は
４件であった。

公害防止の融資あっせん
中央区商工業融資制度の一つとして公害防止の設備に要
する資金の融資をあっせんしている。本融資は、利子の全
部または一部や信用保証協会の信用保証料を補助すること
により、事業者などの負担の軽減を図っている。
なお、この制度は区民部商工観光課で取り扱っており、
平成13年度から低公害車の購入に要する資金についても融
資の対象としている。

苦情・相談
公害の苦情
公害に関する苦情は、区民の身近な問題であり、区では
早期解決に努めている。
令和５年度の苦情受付件数は175件であり、現象別内訳
では、騒音126件、悪臭30件、振動18件、粉じん10件など
となっている。
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公害の現象別苦情件数

発　　生　　源 公　害　種　別 件　数

現　　象　　別　　合　　計 189件

受　　　付　　　件　　　数 175

工 場・ 指 定 作 業 場

ば い 煙 0

粉 じ ん 0

悪 臭 0

騒 音 0

振 動 0

そ の 他 0

建 設 作 業

ば い 煙 0

粉 じ ん 9

悪 臭 2

騒 音 79

振 動 17

そ の 他 1

一 般

ば い 煙 1

粉 じ ん 1

悪 臭 28

騒 音 47

振 動 1

そ の 他 3

※ １件の受け付けで複数の苦情内容（現象）を含むものも
ある。

環境調査
大気汚染常時監視
本区の大気汚染の実態を把握するため、区役所本庁舎別
館に設けた環境測定室において常時監視を行っている。
測定項目は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、
一酸化窒素、二酸化窒素、光化学オキシダントの６大気質
と風向、風速、温度、湿度の気象項目である。
令和５年度の測定データによると、二酸化硫黄、一酸化
炭素、浮遊粒子状物質および二酸化窒素については、環境
基準を達成した（276頁参照）。
また、光化学オキシダント濃度は日射量など気象条件に
影響を受けるが、令和５年度は環境基準を超える時間数は
204時間で、環境基準を達成できなかった。
測定の詳細なデータは、毎年度、環境測定データ集にま
とめ、今後の対策や各種研究の資料などに活用するととも
に、区民の閲覧にも供している。
また、平成27年度から区のホームページで環境測定デー
タの速報値を公表している。

ダイオキシン類調査
ダイオキシン類は、ごみを低温で焼却する過程で発生す
る他、過去には農薬製造の不純物としても生成されていた。
ダイオキシン類は、動物実験から、強い急性毒性を持つと
ともに、がんや奇形を引き起こす可能性があるといわれて
いる。また、DDT、有機すずなどとともに動物の生体内
で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える環境ホ
ルモン（内分泌かく乱化学物質）としても問題となっている。
区内で実施された大気中および土壌中の調査結果は、「ダ
イオキシン類対策特別措置法」で定められた環境基準より
低い値となっている。
なお、土壌中のダイオキシン類調査については隔年で実
施している。

大気中のダイオキシン類調査結果
  （単位：pg－TEQ／㎥）

調査日

調査地点

令和５年
９月25日
～10月２日

令和６年
１月15日

～22日

令和５年度
平均値

総合スポーツ
セ ン タ ー 0.015 0.028 0.022

（参考）東京二十三区清掃一部事務組合実施分

調査日

調査地点

令和５年
９月25日

～10月２日

令和６年
１月15日

～22日　　

中央清掃工場 0.013 0.017

京橋築地小学校 0.015 0.02

豊 海 小 学 校 0.012 0.017

◎大気中の環境基準：年平均値0.6pg－TEQ／㎥

土壌中のダイオキシン類調査結果
  （単位：pg－TEQ／g）

調査日
調査地点

令和５年
11月14日

令和３年
11月15日

浜 町 公 園 4.1 5.1

あ かつき公園 2.5 0.2

黎 明 橋 公 園 1.7 0.3

◎土壌中の環境基準：1,000pg-TEQ/g
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大気汚染物質基準達成状況 　（令和５年度）

二酸化硫黄（SO2）　年平均値0.001ppm

評　価　項　目 測　定　値 達成状況
（達成○、非達成×） 環　境　基　準

短期的
評　価

１日平均値の最高値 0.003ppm
○ 〈１時間値の１日平均値が0.04ppm 以下〉

であり、かつ、〈１時間値が0.1ppm以下〉
であること

１時間値の最高値 0.010ppm

長期的
評　価

１日平均値の２％除外値 0.002ppm
○

１日平均値＞0.04ppm２日以上連続の有無 無

一酸化炭素（CO）　年平均値0.3ppm

評　価　項　目 測　定　値 達成状況
（達成○、非達成×） 環　境　基　準

短期的
評　価

１日平均値の最高値 0.6ppm
○ 〈１時間値の１日平均値が10ppm 以下〉

であり、かつ、〈１時間値の８時間平均値
が20ppm以下〉であること

８時間平均値の最高値 2.3ppm

長期的
評　価

１日平均値の２％除外値 0.4ppm
○

１日平均値＞10ppm２日以上連続の有無 無

浮遊粒子状物質（SPM）　年平均値0.014mg/ ㎥

評　価　項　目 測　定　値 達成状況
（達成○、非達成×） 環　境　基　準

短期的
評　価

１日平均値の最高値 0.036mg/ ㎥
○ 〈１時間値の１日平均値が0.10㎎／㎥以下〉

であり、かつ、〈１時間値が0.20㎎／㎥以
下〉であること

１時間値の最高値 0.088mg/ ㎥

長期的
評　価

１日平均値の２％除外値 0.031mg/ ㎥
○

１日平均値＞0.l ㎎／㎥２日以上連続の有無 無

二酸化窒素（NO2）　年平均値0.017ppm

評　価　項　目 測　定　値 達成状況
（達成○、非達成×） 環　境　基　準

長期的
評　価 １日平均値の98％値 0.038ppm ○

〈１時間値の１日平均値が0.04ppm～
0.06ppm のゾーン内またはそれ以下〉で
あること

光化学オキシダント（Ox）　年平均値0.028ppm

評　価　項　目 測　定　値 達成状況
（達成○、非達成×） 環　境　基　準

短期的
評　価

１時間値の最高値
（基準を超えた時間数）

0.123ppm
（204時間） × 〈１時間値が0.06ppm以下〉であること

一酸化窒素（NO）　年平均値0.003ppm　　◎環境基準は定められていない。

※環境基準の評価方法は、短期的評価と長期的評価がある。
１　短期的評価
　測定を行った日についての１日平均値、８時間平均値、または各１時間値を環境基準と比較して評価する。
２　長期的評価
　⑴ 　二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質の場合、年間の１日平均値のうち、高い方から２％の範囲内にあるもの

を除外した後の最高値（２％除外値）を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が２日以上連
続した場合には、非達成と評価する。

　⑵ 　二酸化窒素の場合、年間の１日平均値のうち、低い方から98％に相当するもの（98％値）を、環境基準と比較して
評価する。



277第11編　環境保全・清掃

令和６年版　中央区政年鑑

環
境
保
全

清

掃

アスベスト調査
アスベストは、その９割以上が建材製品に使用されてお
り、建築物の解体や改装の際に飛散し、健康に被害を及ぼ
す恐れがある。アスベストの健康被害が相次いで報告され
たため、区民の関心や不安が高まっている。これを踏まえ
区内大気中におけるアスベストの実態を把握するため区内
３カ所において隔年で調査を実施している。

大気中のアスベスト調査結果
  （単位：本 /L）

調査年度

調査地点

総繊維数濃度平均値

令和５年度 令和３年度

中 央 区 役 所 0.063 0.13

日本橋区民センター 0.067 0.12

月島区民センター 0.063 0.11

◎調査日
　令和５年度　10月16日～18日
　令和３年度　10月18日～20日
◎ これらの値は世界保健機関（ＷＨＯ）の環境保健クラ
イテリアと比べて十分低い濃度であった。

揮発性有機化合物（VOC）調査
揮発性有機化合物（VOC）は、蒸発しやすく大気中で
気体となる有機化合物の総称であり、約200種類ある。
この物質は、継続的に摂取されると人の健康を損なう恐
れがあり、また、光化学スモッグの原因物質の一つである。
主な発生源は、塗装を行う工場や印刷所、洗剤や接着剤を
使用する工場、ガソリンスタンド、クリーニングなどである。
なお、平成20年度から、環境基準の定められている４物
質について隔年で調査を実施している。

揮発性有機化合物（VOC）調査結果
（単位：㎍ /㎥）

調査物質
令和４年度

平均

令和２年度

平均
環境基準

ベンゼン 0.89 1.2 3

トリクロロエチレン 0.29 0.45 130

テトラクロロエチレン 0.070 0.11 200

ジクロロメタン 0.81 0.85 150

◎調査日　 令和４年５月から10月まで各月１日（24時間採取）

で計６回

◎調査場所　中央区役所

河川水質調査
１　河川および運河
区内の河川および運河の水質は、高度経済成長期に著し
く汚濁したが、排水規制や下水道の整備などによって、大
幅に改善している。しかし、強雨時の汚水混じりの雨水の
流出による水質悪化などの課題がある。
区では、これら河川などの水質を把握するため定期的に
調査を行っている。
令和５年度は、隅田川（中央大橋）、神田川（浅草橋）、
日本橋川（鎧橋）、亀島川（新亀島橋）、築地川（大手門橋）、
朝潮運河（黎明橋）の５河川・１運河について、年４回
（５、９、11、２月）調査を実施した（278頁別表参照）。
そのうち、神田川と日本橋川については、神田川水系流
域６区（杉並、中野、新宿、文京、千代田、中央）で組織
する「神田川水系水質監視連絡協議会」の調査として位置
付けている。
隅田川については、９月（増水期）と２月（渇水期）に
隅田川水系流域８区（板橋、北、足立、荒川、台東、墨田、
江東、中央）で組織する「隅田川水系浄化対策連絡協議会」
として調査している。
協議会では、これらの調査結果をもとに国や都などに対
し、河川環境の向上や水質浄化について要請を行っている。
河川の代表的な指標である生物化学的酸素要求量

（BOD）は全ての河川で環境基準を満たしていた。海（運
河）の汚濁の代表的な指標である化学的酸素要求量（COD）
は、朝潮運河では全て環境基準を満たしていた。また、魚
などの生息に必要な溶存酸素量（DO）は、朝潮運河では
全て環境基準を満たしていたが、隅田川では５月に、日本
橋川では５月、９月に環境基準を満たさなかった。
なお、亀島川、築地川においては、環境基準が定められ
ていないが、夏になると水質汚濁が生じやすい傾向にある。
２　東京湾
東京湾の水質は、工場などの排水規制や下水道の整備な
どにより改善しているが、依然として水質汚濁の生じやす
い海域となっている。特に、窒素やリンなどが原因である
赤潮が春から夏に度々発生するとともに、秋には底層に蓄
積した大規模な貧酸素水塊が湧昇する青潮が発生している。
本区をはじめ、東京湾に面する26自治体で組織する「東
京湾岸自治体環境保全会議」では東京湾の水質浄化を図る
ため、合同水質調査や水質浄化の啓発イベントの実施、国
に対する要請などを行っている。
３　水生生物調査
区内の河川および運河には、さまざまな生物が生息して
いるが、これらの生物の種類や量は、水の汚れにより変化
する。総合的に水辺の環境を捉えるため、５年ごとに水生
生物調査を行っており、直近では令和５年度に実施した。
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用語解説
・水素イオン濃度（pH）
水の基本的な性質であるアルカリ性・酸性を示す指標で
あり、pHが７のとき中性で、それより大きいときはアル
カリ性、小さいときは酸性である。通常、淡水は pH７付
近を示し、海水は pH８付近を示す。また、汚濁状況によ
り変化するため、環境の良否を判定することができる。
・溶存酸素量（DO）
水中に含まれる酸素（O2）量を示す。水中の生物はこの
酸素を呼吸して生活しているが、おおよそ３㎎／Lを下回
ると酸素欠乏で死亡する。水中の酸素は主に水の表面から
の溶け込みと植物プランクトンの光合成により供給される。
・生物化学的酸素要求量（BOD）
好気的微生物が水中の有機物を二酸化炭素や水に分解す
るため必要とする酸素の量。河川の汚れの度合いを示す代
表的な指標である。この数値が大きいほど汚れていること
となり、５㎎／L以下が望ましい。ちなみに魚類の致死濃
度はおおよそ以下のとおりである。

　ヤマメ・イワナ　２㎎／L
　アユ　　　　　　５㎎／L
　コイ・フナ　　　10㎎／L
・化学的酸素要求量（COD）
過マンガン酸カリウムなどの酸化物が、水中の有機物を、
二酸化炭素や水などに分解するために必要な酸素の量。海
中や湖沼の汚れの度合いを示す数値で、値が大きいほど汚
れていることになる。
・浮遊物質量（SS）
粒径２㎜未満の水に溶けないけんだく性の物質の総称で
ある。河川水に SS が多くなると、光の透過を妨げ、自浄
作用を阻害したり、魚類に悪影響を及ぼす。また、沈降堆
積すると水底の生物にも悪影響を及ぼす。
・汽水域
淡水と海水が混ざりあった塩分の少ない水がある区域。
一般には川が海に淡水を注ぎ入れている河口部がこれに当
たる。

別表　河川水質調査結果 （令和５年度）

No. 河 川 名
（調査地点）

水
域
類
型

調査月日

水素イオン
濃度
（pH）

溶存
酸素量
（DO）
㎎／L

生物化学的
酸素要求量
（BOD）
㎎／L

化学的
酸素要求量
（COD）
㎎／L

浮遊
物質量
（SS）
㎎／L

1 隅 田 川
（中央大橋）

河
川
Ｃ
類
型

R5.5.10 7.3 3.9 1.9 6.1 2
R5.9.20 7.1 5.9 3.3 4.2 6
R5.11.15 7.7 5.1 0.7 2.4 2
R6.2.1 8.1 9.2 0.9 2.9 ＜1

2 神 田 川
（ 浅 草 橋 ）

R5.5.10 7.1 5.1 1.5 5.5 2
R5.9.20 7.2 6.0 1.2 4.9 2
R5.11.15 7.3 7.1 1.0 4.7 ＜1
R6.2.1 7.3 8.4 0.9 6.2 ＜1

3 日 本 橋 川
（ 鎧 橋 ）

R5.5.10 7.1 3.1 1.8 6.1 3
R5.9.20 6.8 3.2 0.8 5.8 1
R5.11.15 7.4 5.0 0.9 4.0 1
R6.2.1 7.5 6.5 1.2 4.0 ＜1
環境基準 6.5～8.5 5以上 5以下 ― 50以下

4 亀 島 川
（新亀島橋） 類

型
指
定
な
し

R5.5.10 7.3 3.0 1.5 5.3 2
R5.9.20 6.9 3.5 2.1 5.2 6
R5.11.15 7.5 5.2 0.8 3.2 ＜1
R6.2.1 7.6 7.5 1.1 3.5 1

5 築 地 川
（大手門橋）

R5.5.10 7.5 5.2 1.3 4.1 3
R5.9.20 6.8 5.5 2.0 4.5 7
R5.11.15 7.6 5.6 0.6 2.8 1
R6.2.1 7.8 8.6 0.6 2.4 1

環境基準指定なし

6 朝 潮 運 河
（ 黎 明 橋 ）

海
域
Ｃ
類
型

R5.5.10 7.6 4.4 1.1 4.3 1
R5.9.20 7.3 6.3 2.5 4.7 13
R5.11.15 7.7 5.5 0.5 2.6 4
R6.2.1 8.1 9.9 6.1 6.1 4
環境基準 7.0～8.3 2以上 ― 8以下 ―

◎ は環境基準を満たしていないものを示す。
◎調査結果は浮遊物質量のみ小数点以下を四捨五入、その他は小数点以下第二位を四捨五入している。
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水生生物調査　魚類など （令和５年度）（個体数）

種名　＼　調査地点 隅田川 神田川 日本橋川 亀島川 築地川 朝潮運河 公園 佃川支川 合計中央大橋 浅草橋 日本橋 亀島橋 大手門橋 黎明橋 石川島公園 佃小橋
コノシロ 3 4 1 8
カタクチイワシ 37 6 43
マルタ 1 1
ワカサギ 1 1
ガンテンイシヨウジ 1 1 2
スズキ 3 2 1 6
クロダイ 1 1
トサカギンポ 1 1
ドロメ 6 1 7
ビリンゴ 1 8 14 1 54 78
ニクハゼ 2 1 2 6 13 24
マハゼ 33 16 1 21 18 21 10 21 141
ヒナハゼ 1 1
アベハゼ 3 3 6 5 1 2 20
シモフリシマハゼ 3 2 2 7
ヌマチチブ 1 1 2
チチブ属 1 1 2 1 1 6
ユビナガスジエビ 1 2 3
タカノケフサイソガニ 1 7 3 11
クロベンケイガニ 2 2
カクベンケイガニ 3 3
コメツキガニ 1 1

水生生物調査　付着生物 （令和５年度）

調査地点 中央大橋 日本橋 亀島橋 大手門橋
和名　　＼　　調査場所 高潮帯 中潮帯 低潮帯 高潮帯 中潮帯 低潮帯 高潮帯 中潮帯 低潮帯 高潮帯 中潮帯 低潮帯

種類数 7 4 4 4
コウロエンカワヒバリガイ 40 70 100 10 10 50 50 50 30
マガキ ▲ 10
シロスジフジツボ 60 ▲ ▲ 20 90 40
アメリカフジツボ ▲
ドロフジツボ ▲ 10 30
タテジマフジツボ 20 ▲ ▲ 60
タカノケフサイソガニ（種） 1
藍藻綱 20 ▲
アオノリ属 ▲ ▲
ホソアヤギヌ ▲

調査地点 黎明橋 石川島公園内 石川島公園外 佃小橋
和名　　＼　　調査場所 高潮帯 中潮帯 低潮帯 高潮帯 中潮帯 低潮帯 高潮帯 中潮帯 低潮帯 高潮帯 中潮帯 低潮帯

種類数 4 5 8 3
コウロエンカワヒバリガイ 40 80 90 20 40 70 80 60 40 30 30
マガキ 10 10 ▲ 10 ▲
シロスジフジツボ 60 40 30 ▲ ▲ ▲
アメリカフジツボ ▲
ドロフジツボ ▲ 10 10
タテジマフジツボ 20 10
タカノケフサイソガニ（種） 1 1
藍藻綱 ▲ 10 40
アオノリ属 ▲
ホソアヤギヌ ▲

注1）表中の数値は各調査箇所における被度 ( ％ ) を示す。「▲」は被度5％未満を示す。
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水生生物調査　底生生物 （令和５年度）（個体数 /㎡）

名前／調べた場所 中央大
橋 浅草橋 日本橋 亀島橋 大手門

橋 黎明橋 石川島
公園 佃小橋 合計

合計（個体数） 249,883 215,747 32,000 2,134 55,600 982,533 87,421 111,466 1,736,784

マクロ
ベントス
（注１）

アサリ 15 15
ホンビノスガイ 30 15 45
アシナガゴカイ 133 133
オウギゴカイ 15 15
シノブハネエラスピオ 104 104
スピオの仲間（注３） 15 15
イトエラスピオ 74 74
スピオの仲間（注３） 59 59
ホソエリタテスピオ 44 44
イトゴカイの仲間（注３） 15 15

メイオ
ベントス
（注２）

有孔虫目 4,267 17,067 2,133 23,467
繊毛虫亜門 115,200 14,933 6,400 1,067 25,600 204,800 14,933 17,067 400,000
線虫綱 81,067 192,000 25,600 29,867 746,667 42,667 91,733 1,209,601
サシバゴカイの仲間（注３） 400 400
ハナオカカギゴカイ 2,133 2,133
シノブハネエラスピオ 4,667 267 4,934
スピオの仲間（注３） 400 133 2,133 2,666
ヤマトスピオ 133 133 133 133 532
イトエラスピオ 14,267 2,133 133 400 19,333 133 36,399
ドロオニスピオ 533 533
ホソエリタテスピオ 16,400 1,067 267 17,734
スピオ科 12,933 133 4,267 17,333
イトゴカイの仲間（注３） 4,267 133 4,400
ハルパクチクス目 2,133 2,133
ニホンドロソコエビ 133 133
甲殻綱 1,067 12,800 13,867

注１　マクロベントスとは、「１㎜のふるい上に残った底生生物」
注２　メイオベントスとは、「１㎜のふるいを通過し0.032㎜のふるい上に残った底生生物」
注３　「〇〇の仲間」としている生き物は、名前（和名）がついていない生き物です。
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微小粒子状物質（PM2.5）対策
本区では、国の指針を参考として「中央区微小粒子状物
質（PM2.5）に係る注意喚起情報提供基準」を平成26年３
月に定め、都が区内に設置している一般環境大気汚染測定
局（中央区晴海局）および自動車排出ガス測定局（永代通
り新川局）の PM2.5測定値を基に、注意喚起のための暫定
的な基準を超える恐れがある場合には、保育園、学校や高
齢者施設などの関係部署に通知するとともに、区のホーム
ページで区民に注意喚起を行い、被害の防止に努めている。

環境影響評価
都は、道路の新設、高層建築物の建設など大規模な事業
の実施に伴う周辺環境の悪化を未然に防止するため、「東
京都環境影響評価条例」（昭和56年10月１日施行）を制定し、
環境影響評価制度を実施している。また、平成14年３月に
は同条例を改正し、より早い計画段階からの本制度の適用
や、制度の合理化・効率化、対象事業の緩和を図った。
同条例では、事業の実施が周辺環境に及ぼす影響につい
て、事前に調査、予測および評価（アセスメント）を行う
とともに、工事中および工事完了後に事後調査を行うこと
が義務付けられている。
同条例が施行されてから、本区に関係した対象事業は、
令和６年４月１日現在57件で、そのうち、手続き中のもの
は20件となっている（282頁別表参照）。

光化学スモッグ対策
都は41カ所の基準測定点において大気の状態を常時測定
して、光化学スモッグの発生などの緊急時に備えている。
高濃度のオキシダント汚染が発生した場合、光化学スモッ
グ注意報などの発令を行う。
１　発令地域
本区は、都内を８地域に分けた発令地域のうち、区東部
地域に属している。光化学スモッグ緊急時の発令には、予
報、注意報、警報、重大緊急報があり各地域別に発令され
る。注意報以上は、各地域内に設置された基準測定点で光
化学オキシダント濃度が発令基準を超えたとき、当該地域
に対して発令する。
２　連絡体制
本区では「中央区光化学スモッグ緊急時の措置要領」を
制定し、光化学スモッグが発生したときの対応を定めている。
都環境局から光化学スモッグ注意報、警報などが発令さ
れると区では大気汚染同時通報 FAXにより区立小中学校、
保育園、児童館、保健所などに連絡して注意を喚起するた
めの掲示板の掲出を依頼するとともに、平日は防災行政無
線（屋外スピーカー）、区のホームページ、中央エフエム
により広報を行い、区民に周知を図り、被害の防止に努め
ている。
令和５年度は、本区の属する区東部地域における光化学
スモッグ注意報は２回あったが、被害届け出はなかった。

光化学スモッグ注意報などの発令状況（区東部地域）
（令和５年度）

発令区分 発令基準 発令回数

予 報 気象条件からオキシダントの
高濃度汚染が予想される時 １回

注 意 報 光化学オキシダント濃度
0.12ppm以上 ２　

警 報 光化学オキシダント濃度
0.24ppm以上 ０　

重大緊急報 光化学オキシダント濃度
0.40ppm以上 ０　

◎ この他、予報が出ていない場合でも、光化学オキシダン
ト濃度が0.10ppm以上になった時は、学校に注意を呼び
掛けている。
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別表　環境影響評価手続の経過

No. 事業の名称 調査計画書の公示 評価書案の公示 見解書の公示 評価書の公示 着工日（予定） 工事完了日（予定）

１ 臨海部幹線道路建設事業及び
臨海部開発土地区画整理事業 なし 平成３年１月８日 平成４年１月28日 平成５年３月16日 平成９年12月26日 令和５年２月８日

２
東京都市計画道路環状第２号
線（中央区晴海四丁目から銀
座八丁目間）建設事業

平成16年２月18日 平成18年10月11日 平成19年２月２日 平成19年10月４日 平成22年９月22日 （令和６年度）

３ 豊洲新市場建設事業 （平成21
年３月事業計画の変更届） 平成18年11月15日 平成19年２月２日 ― ― ― ―

３-１ 豊洲新市場建設事業（再実施） 平成21年５月20日 平成22年11月29日 平成23年２月25日 平成23年８月19日 平成23年８月30日 （令和５年度以降）

４ 浜松町駅西口周辺開発計画 なし 平成24年９月21日 平成25年２月12日 平成25年８月１日 平成25年10月１日 （令和10年度以降）

５ 勝どき東地区第一種市街地再
開発事業 なし 平成25年10月16日 平成26年３月３日 平成26年７月22日 平成29年７月１日 （令和11年度以降）

６ （仮称）ザ・ペニンシュラ東
京ヘリポート整備事業 平成26年７月７日 ― ― ― ― ―

７ 大手町一丁目２地区開発事業 なし 平成26年７月22日 平成26年11月25日 平成27年５月11日 平成28年３月１日 令和４年12月６日

８ （仮称）晴海五丁目西地区第
一種市街地再開発事業 なし 平成27年２月９日 平成27年７月６日 平成27年12月21日 平成28年４月27日 （令和６年３月31日）

９ 八重洲二丁目北地区第一種市
街地再開発事業 なし 平成27年６月５日 平成27年10月５日 平成28年４月11日 令和５年４月26日 令和５年７月６日

10 東京駅前八重洲一丁目東地区第一種市街地再開発事業 なし 平成27年６月５日 平成27年10月５日 平成28年７月21日 令和２年４月１日 （令和７年３月31日）

11 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業 なし 平成27年10月２日 平成28年２月５日 平成28年８月22日 平成29年４月１日 （令和９年９月30日）

12 豊海地区第一種市街地再開発事業 なし 平成29年１月11日 平成29年４月26日 平成29年10月17日 令和３年９月15日 （令和９年３月31日）

13 八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 なし 平成29年２月６日 平成29年９月20日 平成30年４月20日 （令和元年度） （令和10年12月31日）

14 （仮称）日本橋一丁目中地区再開発計画 なし 平成29年８月16日 平成30年１月15日 平成30年７月31日 （令和２年度） （令和７年度）

15 八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 なし 令和元年５月20日 令和元年10月11日 令和２年４月20日 令和５年５月８日 （令和17年度）

16 （仮称）内幸町一丁目街区開発計画（北地区） なし 令和３年６月８日 令和３年11月10日 令和４年６月６日 （令和６年度） （令和18年度）

17 （仮称）内幸町一丁目街区開発計画（中地区） なし 令和３年６月８日 令和３年11月10日 令和４年６月６日 令和４年８月22日 （令和19年度）

18 内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業 なし 令和３年６月８日 令和３年11月10日 令和４年６月６日 令和４年９月12日 （令和19年度）

19 日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 なし 令和３年９月15日 令和４年２月８日 令和４年９月６日 （令和６年度） （令和19年度）

20
東京都市計画道路都市高速道
路第１号線（新京橋連結路）
建設事業

令和４年３月４日 令和４年12月14日 令和５年５月１日 令和５年12月18日 ― ―

※ 豊洲新市場建設事業は、平成21年３月に事業者から「事業計画の変更届」が提出されたため、平成21年５月20日調査計画書から再度実施されている。
◎平成10年12月25日の条例改正により、No. 2 から調査計画書の手続きが必要となった。
◎ No. 4 、No. 5 およびNo. 7から No. 19は規則第51条第２号により指定する地域内のため、調査計画書の手続きは不要となる。
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自動車公害・環境対策
自動車排出ガス調査
区内の主要道路４地点、東京都市計画道路環状第２号線

（中央区晴海四丁目から銀座八丁目間）建設事業に関わる
主要箇所２地点および首都高速道路１地点において、自動
車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため窒素酸化
物と浮遊粒子状物質の１カ月間連続測定を行った。
令和５年度の二酸化窒素濃度の調査結果では、環境基準
を超えた日はなかった。また、浮遊粒子状物質濃度の調査
結果でも、環境基準を超えた日はなかった。

エコドライブの推進と自動車使用抑制対策
大気中の二酸化窒素などの濃度が高まる11月～２月に、

「区のおしらせ　ちゅうおう」や懸垂幕の掲出により、ア
イドリング・ストップなどのエコドライブを推進している。

自動車騒音調査
区内主要道路11地点で、自動車騒音の測定を行った。令
和５年度の調査結果では、全地点が要請限度以下の数値と
なった。この調査結果は都に報告し、他の区市とも協力し
て都内の自動車騒音の現況の把握とその対策に役立ててい
る（284頁別表参照）。

自動車排出ガス（二酸化窒素・浮遊粒子状物質）調査結果 　（令和５年度）

№ 調査道路・地点 調査期間

二酸化窒素 浮遊粒子状物質

月平均値 １日平均値の最高値

環境基準
を超えた
日数

月平均値 １日平均値の最高値
１時間値
の最高値

環境基準を
超えた

日数 時間

１ 環 二 通 り
（ 晴 海 五 丁 目 ）

令和５年
９月１日～30日

ppm ppm
０

mg/㎥ mg/㎥ mg/㎥
０ ０0.014 0.025 0.017 0.032 0.079

２ 清 澄 通 り
（ 月 島 四 丁 目 ）

令和５年
６月１日～30日 0.020 0.032 ０ 0.020 0.033 0.054 ０  ０ 

３ 晴 海 通 り
（ 築 地 六 丁 目 ）

令和５年
７月１日～31日 0.019 0.034 ０ 0.023 0.039 0.102 ０  ０ 

４ 昭 和 通 り
（ 京 橋 三 丁 目 ）

令和５年
10月１日～31日 0.018 0.032 ０ 0.014 0.023 0.034 ０  ０ 

５ 首 都 高 速 道 路
（ 八 丁 堀 二 丁 目 ）

令和５年
11月１日～30日 0.027 0.046 ０ 0.016 0.035 0.057 ０  ０ 

６ 晴 海 通 り
（ 晴 海 三 丁 目 ）

令和５年
12月１日～31日 0.025 0.044 ０ 0.013 0.026 0.039 ０  ０ 

７ 新 大 橋 通 り
（日本橋茅場町一丁目）

令和６年
１月１日～31日 0.026 0.054 ０ 0.011 0.026 0.044 ０  ０ 

◎環境基準（二酸化窒素）：１時間値の１日平均値が0.06ppm以下
　　　　　（浮遊粒子状物質）：１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/㎥以下
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別表　自動車騒音調査結果（令和５年度）

No. 調査道路（調査地点） 調査期間
測定値
（㏈）

要請限度
（㏈） 交通量（台／日）（内大型車）

昼 夜 昼 夜

1 清澄通り（月島四丁目） 令和５年６月６日～９日 63 62

75 70

15,930（2,184）

2 江戸通り（日本橋小伝馬町） 令和５年７月11日～14日 67 64 24,120（1,908）

3 昭和通り（日本橋本町二丁目） 令和５年６月13日～16日 72 70 55,554（7,200）

4 晴海通り（築地六丁目） 令和５年７月４日～７日 67 66 38,742（5,646）

5 昭和通り（京橋三丁目） 令和５年10月３日～６日 68 67 69,552（8,850）

6 新大橋通り（日本橋人形町二丁目） 令和５年10月17日～20日 67 64 30,030（2,466）

7 中央通り（京橋三丁目） 令和５年10月３日～６日 66 63 15,384（1,038）

8 新大橋通り（新富二丁目） 令和５年11月７日～10日 69 66 26,232（2,958）

9 晴海通り（晴海三丁目） 令和５年12月５日～８日 64 61 30,240（5,796）

10 新大橋通り（日本橋茅場町一丁目） 令和６年１月16日～19日 66 63 22,542（2,664）

11 環二通り（晴海四丁目） 令和５年５月23日～26日 66 64 27,630（6,414）

◎測定値は、等価騒音レベル値（LAeq）である。
◎昼は午前６時～午後10時、夜は午後10時～翌日午前６時である。

道路交通振動調査
区内主要道路11地点で、自動車騒音調査に併せて測定を
行った。令和５年度の調査結果では、全地点が要請限度を
下回っていた。

自動車騒音の環境基準適合状況調査
区内の２車線以上の車線を有する道路（区道にあっては
４車線以上）を監視対象道路とし、道路に面して住居など
が存在する地域における環境基準達成状況を面的評価（道
路端より50mの範囲内にある住宅への影響調査）により
把握するため調査を実施した。
なお、調査頻度は首都高速道路を10年間隔、その他の道
路を５年間隔で実施する。
基準点騒音調査結果では、特例都道475号（日本橋箱崎
町30番）で夜に環境基準を超えた。
面的評価結果では、全体的な傾向として、昼の達成率が
高く、夜の達成率が低い傾向にあった。
この調査結果は環境省に報告し、国の自動車騒音の現況
の把握とその対策の資料となる（285頁別表参照）。

道路交通振動調査結果（令和５年度）  （単位：㏈）

No. 調査道路
（調査地点） 調査期間

測定値 要請限度
昼 夜 昼 夜

1 清 澄 通 り
（月島四丁目）

令和５年
６月６日～７日 37 28

70 65

2 江 戸 通 り
（日本橋小伝馬町）

令和５年
７月12日～13日 48 43

3 昭 和 通 り
（日本橋本町二丁目）

令和５年
６月13日～14日 37 33

4 晴 海 通 り
（築地六丁目）

令和５年
７月４日～５日 40 36

5 昭 和 通 り
（京橋三丁目）

令和５年
10月３日～４日 44 42

6 新 大 橋 通 り
（日本橋人形町二丁目）

令和５年
10月17日～18日 37 33

7 中 央 通 り
（京橋三丁目）

令和５年
10月３日～４日 40 33

8 新 大 橋 通 り
（新富二丁目）

令和５年
11月７日～８日 35 30

9 晴 海 通 り
（晴海三丁目）

令和５年
12月５日～６日 44 40

10 新 大 橋 通 り
（日本橋茅場町一丁目）

令和６年
１月16日～17日 44 43

11 環 二 通 り
（晴海四丁目）

令和５年
５月23日～24日 45 39

◎ 測定値は、振動レベル80％レンジの上端値（L10）の時
間区分の平均値である。
◎ 昼とは午前８時～午後８時、夜とは午後８時～翌日午前
８時である。
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掃低公害・低燃費車の普及促進
区では、大気汚染物質や二酸化炭素の排出削減に向け、
低公害・低燃費車の普及を促進するため、低公害・低燃費
車利用者に対する区営駐車場使用料の優遇制度や区が定め
る低公害車を購入する事業者へのあっせん融資制度（区商
工業融資制度）を設けている。また、平成21年度から中央
区役所附属駐車場、区営浜町公園地下駐車場および区営月
島駐車場の３カ所に電気エコ（急速充電）スタンドを設置
し、区民などの利用に供しており、令和５年10月からは電
気自動車の普及状況を踏まえ、受益者負担の適正化を図る
ため、同スタンドの有料化を開始した。なお、区では庁有
車として電気自動車１台、燃料電池自動車１台、ハイブ
リッド車５台、圧縮天然ガス（CNG）自動車２台および
九都県市指定低公害車33台を導入している。

地球温暖化対策
世界共通の緊急課題である地球温暖化を防止するため、
温室効果ガス削減に向けた各種事業を実施している。

また、区は各種行政サービスの担い手であり、区内にお
ける大規模事業者として、率先して温室効果ガスの排出抑
制に努めている。
　中央エコアクト（中央区版二酸化炭素排出抑制システム）
の普及
日常生活や事業活動に伴う二酸化炭素排出量を削減する
ため、平成21年度から家庭や事業所で容易に取り組める中
央エコアクトの普及を図っている。
なお、更なる普及を図るため、同システムを再構築し、
令和５年度から新たな仕組みによる中央エコアクトを開始
している。
１　取り組みの流れ
（１）家庭用
専用WEBサイトやアプリケーションから参加登録を
行った後、家庭でできる省エネ活動に取り組むことでポイ
ントを獲得する。
（２）事業所用
専用WEBサイトから参加登録を行った後、事業所でで

別表　基準点騒音調査および面的評価結果（令和５年度）
（調査日：令和５年12月13日～14日、12月21日～22日）

No. 路　線　名
評価区間延長

起点
～終点 基　準　点

測定値
（㏈）

環境基準
（㏈）

交通量
（台／日）
（大型車）

面的評価
達成率（％）

昼 夜 昼 夜 昼 夜

１ 主要都道302号（新宿両国線）  0.2km 日本橋馬喰町2-3～日本橋馬喰町2-1
日本橋馬喰町
2-3 66 64

70 65

48,816
（5,928） 100 99.3

２ 主要都道304号（日比谷豊洲埠頭東雲町線）
  1.4km

銀座4-1
～築地6-16 築地3-17 67 65 42,456

（7,032） 98.2 98.0

３ 主要都道304号（日比谷豊洲埠頭東雲町線）
  0.3km

晴海2-5
～晴海2-6 晴海2-5 58 56 28,128

（5,808） 86.4 82.9

４ 特例都道407号（丸の内室町線）  0.3km 日本橋本石町4-1～日本橋本石町4-3
日本橋本石町
4-4 65 62 21,216

（1,440） 100 100

５ 特例都道463号（上野月島線）  1.3km 佃3-1 ～勝どき2-9 月島4-1 64 60 19,752
（3,504） 98.3 98.3

６ 特例都道475号（永代葛西橋線）  0.3km 日本橋箱崎町41～日本橋箱崎町36 日本橋箱崎町30 69 66 14,424
（2,424） 99.1 86.0

７ 特別区道中日第２号線  0.4km 日本橋馬喰町1-8～東日本橋3-7 東日本橋3-9 63 59 12,168
（1,968） 100 97.2

８ 特別区道中京第407号線  0.4km 銀座7-14 ～築地5-1 銀座7-16 61 58 7,272
（1,392） 99.8 99.6

９ 特別区道中京412号線  0.3km 明石町9 ～明石町3 明石町7 57 51 8,400
（672） 100 100

10 主要都道304号（日比谷豊洲埠頭東雲町線）
  0.6km

築地6-19
～勝どき1-7 ― ― ― ― 100 100

◎起点に向かう方向を上り、終点に向かう方向を下りとした。
◎ は環境基準を超えているものを示す。

達成率合計 98.7 97.3

◎測定値は、等価騒音レベル値（LAeq）である。
◎昼は午前６時～午後10時、夜は午後10時～翌日午前６時である。
◎交通量は上り下りの合計台数である。
◎No.10については、他の評価区間における騒音測定結果を準用し、面的評価（環境基準の超過戸数）を行っている。
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きる省エネ活動に取り組むことでポイントを獲得しランク
を上げる。なお、獲得したポイントに応じて、ホワイト・
ブロンズ・シルバー・ゴールドの４段階にランク分けする。
２　取組特典
（１）家庭
獲得したポイントに応じて区内共通買物・食事券やエコ
グッズなどの特典と交換できる他、毎年度50ポイント獲得
した参加者に対しては、省エネ機器等導入助成制度の上乗
せ助成や檜原村自然体験ツアー優先などの継続特典を与え
る。
（２）事業所

ランク 特典

ブロンズ 省エネ機器等導入助成制度の上乗せ助成や
商工業融資における優遇利率の適用など

シルバー エコアクトホームページ内に事業所紹介
ページの作成

ゴールド ホームページへのバナー広告掲載料金
１カ月免除

※ ゴールドはシルバーとブロンズ、シルバーはブロンズの
事業所の特典も受けられる。

ゼロカーボン機運醸成事業
区内における脱炭素化に向けた機運の醸成を図るため、
若い世代が脱炭素に向けた取り組みを自ら考えて実践・発
信するチームプロジェクト「Team Carbon Zero」を令和
５年度から開始している。
令和５年度は参加メンバーを募り、ワークショップの開
催などを通じて脱炭素に係る知識の向上を図った。
令和６年度は、メンバーが複数のグループに分かれ、令
和５年度の活動で培った知識を生かして、脱炭素化に向け
た取り組みを実践する。
１　参加者
区内に在住 ･在学・在勤の中学生から29歳以下の方
２　令和６年度の主な活動内容
（１）グループワーク
グループごとに決定した目標の実現に向け、企業や学校
などと連携しながら、脱炭素化に向けた取り組みの実践活
動を行う。
（２）進捗状況や取り組み結果の報告
グループワークの進捗状況を報告し、外部講師から
フィードバックを受ける。また、グループワーク期間の終
了後には取り組み結果の報告を行う。
（３）福島県大熊町環境学習ツアーへの参加
エネルギーの生産地である大熊町の取り組みを直接見聞
きすることで、エネルギー問題や持続可能なエネルギーの
重要性への理解を深める。
（４）区長への報告
２年間の活動内容を区長に報告し、区長の講評を受ける。

自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成
地球温暖化対策として、自然エネルギー・省エネルギー
機器などの普及を促進するため、平成21年度から区内の住
宅・共同住宅および事業所に対して助成を行っている。
対象機器、助成の上限額
１　太陽光発電システム
35万円（住宅）、100万円（共同住宅共用部・事業所）
２　蓄電システム
10万円（住宅・事業所）
３　家庭用燃料電池システム
25万円（住宅）、20万円（事業所）
４　エアコンディショナー
20万円（事業所）
５　ＬＥＤランプ
30万円（共同住宅共用部）、20万円（事業所）
６ 　高反射率塗料等（屋上・屋根用高反射率塗料・窓用日
射調整フィルムおよびコーティング材）
10万円（住宅）、35万円（共同住宅共用部）、
20万円（事業所）
７　その他の省エネルギー機器
20万円（事業所）
なお、中央エコアクトの取組特典を受けることができる
者に対し、上乗せ助成を行っている。

令和５年度助成実績

住宅・共同住宅用（件数） 事業所用（件数）
合　計 71件 合　計 179件

ＬＥＤランプ 49　 ＬＥＤランプ 91　
高反射率塗料等 18　 高反射率塗料等 2　
蓄電システム＋太陽光発電システム 3　 蓄電システム＋太陽光発電システム 　1　
太陽光発電システム 1　 エアコンディショナー 83　

その他の省エネルギー機器 2　

リバースオークションによる再生可能エネルギー電力
（再エネ電力）の共同調達
区内事業者に対する再エネ電力の普及促進に向け、株式
会社エナーバンクとの連携協定に基づき、複数自治体と共
同で、同社が主催する電力のリバースオークション（競り
下げ方式による入札制度）を活用し、再エネ電力を安価で
調達できる仕組みを提供している。

中央区役所温室効果ガス排出抑制実行計画
区の事務および事業に係る温室効果ガスの排出抑制を図
る「中央区役所温室効果ガス排出抑制実行計画」を令和６
年３月に改定し、令和６年度から７カ年の計画を推進して
いる。
本計画は、中央区環境マネジメントシステムの運用に加
え、「中央区施設管理マニュアル」を活用した設備の適正
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運用や計画的な省エネルギー型の施設整備を進めるなど、
ソフト・ハードの両面からの取り組みに加え、再エネ電力
の導入 ･調達により、令和12（2030）年度までの７カ年で
温室効果ガス総排出量を平成25（2013）年度比55％削減す
ることを目標としている。

中央区環境マネジメントシステムの取り組み
区の事務および事業に伴う環境負荷の低減を図るため、
独自の環境マネジメントシステムを構築し、平成23年10月
から運用している。

福島県大熊町との脱炭素を軸とした連携事業
二酸化炭素排出量の約７割を占める電力の脱炭素に向け、
再生可能エネルギーの確保が課題の区とゼロカーボン推進
による復興まちづくりを進める大熊町が脱炭素を軸に連携
することにより、ゼロカーボンシティの実現および相互の
地域課題の解決に資することを目的とし、令和６年１月18
日に協定を締結した。
令和６年度は交流事業として、中央区「エコまつり」へ
の大熊町の参加、大熊町「ゼロカーボンフェスティバル」
への参加、ゼロカーボン機運醸成事業での住民交流などを
実施する。

主な連携事項
１　再エネ電源の整備
２　人材交流および環境教育の推進
３　森林整備および木材活用
４　産業振興

太陽光発電所の整備
再生可能エネルギーにより発電した電力を長期的かつ安
定的に区施設へ調達することを目的に、令和４年度に実施
した検討調査の結果を踏まえ、区が所有する区外の未利用
地を活用して太陽光発電所を整備する。
１　活用予定地
（１）住所　千葉県館山市大賀字西浦70番１
（２）面積　約8,000㎡
（３）所有　中央区（旧館山臨海学園敷地の一部）
２　年間発電電力量
約730,000kwh
３　運用手法
オフサイトＰＰＡ
発電事業者が旧館山臨海学園敷地の一部に発電所を整備
し、発電された電気と環境価値を組み合わせた再エネ電力
を、小売電気事業者を介して区施設へ供給する。
４　電力受電施設
区役所本庁舎、中央会館「銀座ブロッサム」、区民健康
村「ヴィラ本栖」、勝どき児童館
５　発電開始時期
令和６年度末（予定）
※ 令和５年度末の発電開始を予定していたが、整備予定

地の境界確定などに期間を要したため、発電開始時期
を変更した。

地球温暖化対策推進事業「中央区の森」
行政区域を越えた広域的視点から地球温暖化防止に寄与
する事業として、平成18年10月から区と区民・事業者が連
携して二酸化炭素の吸収源となる森林を荒廃から守り、育
てるため「中央区の森」事業を実施している。
１　森林保全活動
檜原村数馬地区約37.4ha において森林保全活動を支援す
るとともに、平成24年度から南郷地区約4.9ha、令和元年
度から矢沢地区約4.4ha、令和３年度から本宿地区約4.6ha
において森林保全活動を実施している。
令和６年４月には、南郷地区（約4.9ha）に隣接する村
有林（約3.7ha）について檜原村と協定を締結し、南郷地
区を拡大した。
２　区内団体・事業者の森林保全活動の支援
「中央区の森」における森林保全活動の協力を希望する
区内団体・事業者に対し、バスの借り入れ費用および森林
保全活動の指導に係る費用の一部を助成している。
３　間伐材の活用
事業によって間伐した木材を公園のベンチ、炭、ノベル
ティグッズの他、本の森ちゅうおうおよび晴海西小・中学
校などの公共施設の内装材や什

じゅう

器
き

として活用している。
４　「中央区森とみどりの基金」および「中央区の森寄附金」
事業を安定的に運営するために「中央区森とみどりの基
金」を設置するとともに、寄付制度「中央区の森寄附金」
を設け、区民・事業者などの賛同・協力を呼び掛けている。
５　中央区の森事業推進協議会
森林保全や木材活用などについて区民や檜原村と連携し、

「中央区の森」事業の効果的かつ効率的な推進を図ること
を目的に、令和５年度から「中央区の森事業推進協議会」
を設置している。
６　森林保全整備計画の策定
「中央区の森（南郷地区）」の協定地を拡大したことに伴
い、既存の南郷地区および矢沢地区を含めた新たな森林保
全整備計画を策定する。

都内連携による森林保全活動の推進
森林保全活動を推進することによる、広域的かつ持続可
能な森林循環の確立を目指し、森林を持たない特別区と森
林を持つ多摩地域の市町村、東京都によって構成された連
携協議会（「多摩の森」活性化プロジェクト推進協議会）
に参加し、令和５年７月31日に協定を締結した。
令和５年度は19.26ha の森林整備を実施した。令和６年
度は檜原村南郷 ･あきる野市戸倉の森林を合わせて8.4ha
を整備する。また、都から二酸化炭素吸収量の認証を受け
るとともに、多摩の森を活用し、林業作業、自然観察その
他の体験事業を実施する。
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主な連携事業
１　森林整備
２　カーボンオフセット
３　現場体験
４　木材活用

普及・啓発など
中央区環境情報紙「かんきょう あくしょん」の発行
令和４年度から、子どもに対する環境教育の充実および
環境意識の普及・啓発を図るため、区立小学校の全児童を
対象に、環境情報や区の環境施策を掲載した情報紙を配布
している。

環境作品コンクール
区立小中学校の児童・生徒を対象に地球温暖化や省エネ
ルギー、環境美化など環境に関する標語およびポスターを
募集し、優秀作品を区施設に展示するとともに、カレン
ダーやポスターなどに活用し、環境意識の普及・啓発を
図っている。
なお、作成したカレンダーやポスターは、区立小中学校、
町会などへ配布している。

環境講演会
環境意識の普及・啓発を図るため、区内在住・在勤・在
学者を対象に、時機に応じた環境問題をテーマに講演会を
年１回開催している。

総合環境講座
18歳以上の区内在住・在勤・在学者を対象に環境学習講
座を開催し、環境に関する知識を高めるとともに、地域に
おいて環境問題に取り組む人材の育成を図っている。

環境学習事業「檜原村自然体験ツアー」
森林保全活動や動植物の観察などの自然体験を通し、地
球温暖化の防止や生物多様性の保全などについて楽しみな
がら学習する環境学習事業「檜原村自然体験ツアー」を令
和４年度から実施している。
令和５年度
　日帰り13回、宿泊２回の計15回
　参加者　延べ424人
エコまつりの開催
環境問題全般について、子どもから大人まで楽しみなが
ら学べる「エコまつり」を環境団体などの協力の下、平成
16年度から開催している。
会　場　あかつき公園
令和５年度実施状況
　開催日時　令和５年６月４日（日）
　参加者　　約2,000人
令和６年度実施状況
　開催日時　令和６年６月２日（日）
　参加者　　約2,000人

こどもエコクラブの支援　
地域における子どもたちの自主的な環境学習や実践活動
の支援のために、環境省では、平成７年度から幼児（３歳）
から高校生を対象に「こどもエコクラブ」事業を実施して
いる（平成23年度から公益財団法人日本環境協会が実施）。
区はこのクラブの地方事務局として、子どもたちが行う環
境学習や地域での活動を支援している。

標準服等リユース事業「りゆぽ〜と」
環境に対する意識啓発および再使用の促進を図るため、
卒業や成長に伴い着用しなくなった区立学校・幼稚園の標
準服・園服の寄付を募り、クリーニング、ボタンの付け直
しなどの補修を行った上で、必要とする人に有償（クリー
ニングなど実費相当額）で譲渡する標準服等リユース事業
を令和６年度から実施する。
令和６年度は、参加校・園を対象に４月から標準服など
の回収を開始し、９月から譲渡会を月１回開催する。

中央区環境行動計画推進委員会
令和５年３月に策定された、「中央区環境行動計画2023」
の進捗状況の報告を受け、評価・分析を行うとともに、進
捗管理手法など施策の提案を行うために、中央区環境行動
計画推進委員会を設置している。
委員は、学識経験者・区民・事業者・区職員など13人以
内で組織している。

環境情報センター「エコノバ」
環境情報の提供・発信および区民や事業者、環境活動団
体の交流、環境活動拠点として、平成25年６月２日に開設
した。環境情報センターでは、環境問題への関心や環境活
動の輪を広げていくため、環境保全に関する講演会・講座
や展示などを開催している。
令和５年度は開設から10周年となったことを記念し、よ
り親しみをもてる施設とするため、愛称名を公募した。公
募と投票の結果を受けて、愛称を「エコノバ」に決定した。
その他、コンテンツやグラフィックボードの更新、記念イ
ベントを実施した。
所在地　京橋３－１－１　東京スクエアガーデン６階
　　　　京橋環境ステーション内
　　　　☎（6225）2433
床面積　410.55㎡
１　施設内容
展示情報コーナー、研修室１、研修室２、交流室
２　利用時間
午前９時～午後９時
３　休館日
年末年始（12月29日～１月３日）
４　使用料
⑴　展示情報コーナー、交流室（無料）
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⑵　研修室（一般利用）

施設

時間
区分

定員

午　前 午　後 夜　間 全　日

午前９時　
　　～正午

午後１時　
　　～５時

午後６時　
　　～９時

午前９時　
～午後９時

研修室１ 45人 1,900円 2,500円 3,100円 6,800円

研修室２ 45　 1,900　 2,500　 3,100　 6,800　

◎登録団体は、７割減額で利用可能
◎令和５年度　講演会・講座などの開催状況
　講演会・講座　　　　　　　22回
　展示　　　　　　　　　　　15回
　ワークショップ・その他　　81回

コミュニティサイクル事業
自動車使用の抑制による環境負荷の低減や放置自転車の
削減、観光利用など、まちの魅力向上を図るため、平成27
年10月から事業を実施している（平成27年10月から令和２
年３月までは実証実験）。
また、平成28年２月から千代田区、港区、江東区および
都と連携し、さらなる利便性向上のため、区境を越えた広

域的な相互利用の実現に向けた「広域実験」を開始した。
現在、新宿区、文京区、台東区、墨田区、品川区、目黒区、
大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区および練馬区
が加わり本区を含めた16区において、広域相互利用を実施
している。
１　対象地域
区内全域
２　規模（区内（令和６年６月１日現在））
サイクルポート　99カ所　　自転車　1,100台
３　料金

対象 プラン 基本料
（税込）

延長料金
（税込）

個人向け

月額会員 3,300円／月 １回の利用が30分を超過
した場合30分ごと：165円１回会員 165円／回

１日パス 1,650円／日 なし

法人向け

法人月額会員 2,200円／月 １回の利用が30分を超過した場合30分ごと：165円

法人
プレミア会員 4,400円／月

１回の利用が４時間を超過
した場合30分ごと：165円

清掃リサイクル

人々の暮らしは戦後の高度経済成長を経て豊かで便利に
なったが、大量生産・大量消費・大量廃棄は天然資源の枯
渇、最終処分場の逼

ひっぱく

迫など、さまざまな問題を生じさせた。
これらの問題を解決するには、天然資源の消費を抑制し、
環境負荷を可能な限り低減する循環型社会の構築に向け、
ごみの減量やリサイクルなどの取り組みを積極的に行う必
要がある。
国においては、ごみの発生抑制（リデュース：Re－
duce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイク
ル：Recycle）の３R（スリーアール）を推進する「循環
型社会形成推進基本法」をはじめとして、「容器包装リサ
イクル法」など関係法令を制定・改定し、法制度を整備し
た。
本区においても「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、
ペットボトルやプラスチック製容器包装の集積所回収、小
型家電の拠点回収などを実施するとともに、令和２年度か
らは燃やさないごみの資源化、令和４年度からは粗大ごみ
の一部資源化を始めるなど、ごみの減量やリサイクルを推
進している。

ごみ減量の推進

一般廃棄物処理基本計画
本区では、区民・事業者・区がそれぞれの役割を認識し
ながら、地域の特性にあったごみ減量を積極的に推進する
ため、令和３年３月に「中央区一般廃棄物処理基本計画
2021」を策定した。計画は、「地球への思いやりを未来に
紡
つむ

ぐまち　中央区」を基本理念とし、次の三つの基本方針
のもとに循環型社会の構築を目指している。
＜基本方針＞
１　環境に対する意識啓発と発生抑制・再使用の促進
２　多様なリサイクルによる資源循環の推進
３　人の環

わ

で築く清潔で快適なまち
中央区清掃・リサイクル推進協議会
資源の有効活用とごみの発生抑制・減量・適正処理およ
びリサイクル事業の円滑な推進を図るため、学識経験者、
区民、事業者、リサイクル活動団体代表者などで構成する
協議会を開催している。

ごみ減量の普及啓発
清掃リサイクル事業に対する区民の理解およびごみの発
生抑制、リサイクルへの取り組みを促すため、家庭向けの
啓発用冊子「清掃・リサイクルハンドブック」や「ごみと
資源の分け方・出し方」などの作成、清掃車へのポスター
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掲出など、さまざまな広報活動を展開している。
子どもに対しては、年代別ハンドブックの作成、小学校
などで開催する「清掃リサイクル学習」などを通じて、ごみ
の減量および適正処理についての普及啓発を図っている。
また、区民・事業者・区が循環型社会の実現に向け、共に
考える場として「清掃リサイクル講演会」を開催している。
さらに、町会・自治会、マンションや区内事業者などを
対象に「ごみ減量・リサイクルアドバイザー」を派遣し、
ごみに関するさまざまな問題を共に考え、相談・指導を行
うことにより、ごみ出しルールの徹底やごみ減量・リサイ
クル意識の向上を図っている。

フードドライブ受付窓口の設置
食品ロスの削減および未使用食品類の有効利用を図るた
め、家庭で余っている食品を持ち寄り、区内の子ども食堂
やフードバンクへの寄付を行っている。
令和６年３月１日付で株式会社良品計画と合意書を取り
交わしたことで、４月から無印良品銀座店において食品の
受け付けを行っている。また、令和６年４月から晴海特別
出張所の開設に伴い、フードドライブ受付窓口を設置した。
現在、常設の受付窓口は区役所本庁舎、日本橋 ･月島・晴
海特別出張所、中央清掃事務所、環境情報センター「エコ
ノバ」、リサイクルハウスかざぐるま八丁堀 ･箱崎町、ダ
イエー月島店、無印良品銀座店の10カ所となっている。
令和５年度は、年間約1.1t の食品の寄付があった。
食べきり協力店制度
食品ロスの削減および消費者 ･事業者の意識啓発に向け
て、区が食品ロスの削減に取り組む飲食店などを「ちゅう
おう食べきり協力店」として認定し、店舗でのポスター・
ステッカーの掲示や区のホームページでの紹介などによる
周知と啓発を行っている。

事業用建築物所有者などへの排出指導
区内のごみの約80％を占める事業系廃棄物の減量を図る
ため、事業用大規模建築物（延べ床面積3,000㎡以上）の
所有者には条例で再利用計画書を、事業用建築物（延べ床
面積1,000㎡以上3,000㎡未満）の所有者には要綱で再利用
実績表の提出を義務付けている。また、これらの建築物の
廃棄物管理責任者に対し、新任講習会を実施するとともに
立ち入り検査の実施により、事業者にごみの減量、適正処
理を指導している。
なお、立ち入り検査を行った事業所のうち、ごみ減量・
リサイクルおよび適正処理に積極的に取り組んでいる建築
物の所有者などに区長感謝状を贈呈している。
　廃棄物保管場所、再利用対象物保管場所および資源保管
場所の設置
１　廃棄物保管場所などの設置
廃棄物の適正な処理および衛生環境の向上を図るため、
大規模建築物（①延べ床面積3,000㎡以上②住宅の用途に

供する床面積の合計が1,000㎡以上③30戸以上の集合住宅）
を建設する場合は、建築確認申請を行う前に廃棄物の保管
場所および保管設備の設置届の提出を建築主に義務付けて
いる。
２　再利用対象物保管場所の設置
事業系廃棄物の減量および再利用を進めるため、事業用
大規模建築物（事業用途に供する部分の床面積の合計が
3,000㎡以上）を建設する場合は、建築確認申請を行う前
に再利用対象物の保管場所の設置届の提出を建築主に義務
付けている。
３　資源保管場所の設置
資源のリサイクルを推進するため、大規模な集合住宅

（①延べ床面積3,000㎡以上②住宅の用途に供する床面積の
合計が1,000㎡以上③30戸以上）を建設する場合は、資源
保管場所の設置を建築主に求めている。

一般廃棄物処理業者への指導
一般廃棄物処理業者（収集運搬業および処分業）に対し
て、指導などを行っている。
業者数　307業者
浄化槽清掃業者への指導
浄化槽清掃業者に対して、指導などを行っている。
業者数　44業者
なお、一般廃棄物処理業許可事務および浄化槽清掃業許
可事務については、許可業者の指導などを除き、平成25年
４月から東京二十三区清掃協議会で23区共同処理を行って
いる。

空き地の管理指導
空き地の放置は、ごみの散乱、雑草の繁茂、蚊やその他
の害虫の発生原因となるばかりでなく、防火、防犯上も問
題となっている。このため、現場を調査し、所有者または
管理者に対し指導を行っている。

リサイクルの推進
区では、清掃事業と一体となったリサイクル事業を積極
的に実施している。
また、「中央区グリーン購入ガイドライン」により、環
境に配慮した物品の調達などを推進している。

集団回収の支援
紙類、金属類などの資源を回収するリサイクル活動団体

（町会・自治会、婦人会、PTAまたは10世帯以上の区民か
ら構成される住民団体）を登録し、ごみ減量・リサイクル
意識の啓発と円滑な運営を支援するため、助成を行ってい
る。
１　助成金の交付
 　回収実績のある登録団体に対し、回収量１㎏につき７円
と半期ごとに12,000円を交付している。
２　用具類の支給・貸し出しなど
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晴海特別出張所でも回収を始めており、飲料用紙パック
および食品用発泡スチロールトレイについては37カ所に、
電池類については９カ所に回収箱を設置し回収している。
布類については、リサイクルハウスかざぐるま八丁堀・箱
崎町で回収している。小型家電については、リサイクルハ
ウスかざぐるま八丁堀・箱崎町、区役所本庁舎、中央清掃
事務所および日本橋・月島・晴海特別出張所で回収してい
る。　また、使用済みインクカートリッジについては、区
役所本庁舎、日本橋・月島・晴海特別出張所およびリサイ
クルハウスかざぐるま八丁堀・箱崎町で回収している。
２　小学校などでの回収
飲料用紙パック、食品用発泡スチロールトレイ、廃食用
油、布類、蛍光管、体温計・血圧計・温度計（水銀式のも
の）、電池類、小型家電の回収を毎週土曜日に晴海西小学
校を含む区内全小学校（城東小学校の代替で中央清掃事務
所）および銀座中学校・日本橋中学校で行っている。

拠点回収実績 　（令和５年度）

合　　　計 92,561㎏
飲 料 用 紙 パ ッ ク 9,300
食品用発泡スチロールトレイ 1,520
廃 食 用 油 1,690
布 類 62,711
蛍 光 管 740
体温計・血圧計・温度計（水銀式のもの） 20
電 池 類 9,300
小 型 家 電 7,280

ピックアップ回収
指定された排出場所に出された粗大ごみから、電子レン
ジやDVDプレーヤーを選別し、リサイクルを行っている。
ピックアップ回収実績（令和５年度）　9,850㎏
燃やさないごみ・粗大ごみの資源化
リサイクルの推進とごみの減量を図るため、収集した燃
やさないごみ・一部の粗大ごみのうち、蛍光管および金属
類は原料として回収するとともに、それ以外は固形燃料化
し、熱エネルギーとして利用している。
燃やさないごみ資源化実績（令和５年度） 1,246,870kg
粗大ごみ資源化実績（令和５年度）　　　　493,900kg
土のリサイクル
平成23年度から家庭で園芸用に向かなくなった土を毎週
土曜日に、区内全小学校（城東小学校の代替で中央清掃事
務所）および銀座中学校・日本橋中学校（資源の拠点回収
場所）で回収し、業者委託による再生処理を行い、花と苗
木の即売会などで配布している。
「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」の活動支援
「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」は、平成８年６月

 　集団回収に必要な軍手、紙ひも、エプロンを新規の登録
団体に支給している。また、台車や回収ボックスなどを貸
し出す他、回収した資源の一時保管場所としてミニ・ス
トックヤードを２カ所貸し付けている。
３　登録団体数　359団体

集団回収実績 　（令和５年度）

合　　　計 3,970,554㎏

紙　　　　　類 3,778,501

金　　属　　類 125,882

布　　　　　類 8,330

び　　　　　ん 14,550

ペットボトル 43,291

資源（分別）回収
紙類、びん、缶、スプレー缶、カセットコンロ用ガスボ
ンベ、ペットボトル、金属製のなべ・やかん・フライパン、
プラスチック製容器包装を集積所で回収して資源化するこ
とにより、ごみの減量とリサイクルを推進している。
１　紙類
平成12年２月末から集積所で回収している。
２　びん・缶
平成12年10月から集積所で回収している。
３　ペットボトル
平成18年４月から集積所で回収している。
４　金属製のなべ・やかん・フライパン
平成20年４月から集積所で回収している。
５　プラスチック製容器包装
平成21年４月から集積所で回収している。
６　スプレー缶・カセットコンロ用ガスボンベ
平成22年４月から集積所で回収している。

資源（分別）回収実績 　（令和５年度）

合　　　計 8,519,650㎏
紙　　　　　類 3,307,440
び　　　　　ん 3,309,650

缶、スプレー缶、カセット
コンロ用ガスボンベ 332,600

ペ ッ ト ボ ト ル 950,540
金属製のなべ・やかん・フライパン 9,490
プラスチック製容器包装 609,930

拠点回収
公共施設や小学校などを拠点として、一人でも多くの区
民がリサイクルに参加できる機会を設けている。
１　公共施設での回収
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に発足し、中小事業所から出される古紙を資源としてリサ
イクルするための効率的な回収システムである。
「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」では、参加する事
業所に対して、古紙の回収ボックスの貸与などを行ってい
る。
加入事業所数　313事業所

「ちゅうおうエコ・オフィス町内会」回収実績
（令和５年度）

合　　　　計 180,440㎏

上 質 コ ピ ー 用 紙 0

再 生 コ ピ ー 用 紙 22,920

新 聞 27,660

雑 誌 そ の 他 の 紙 129,860

自動販売機へのびん・缶などの回収箱の設置
自動販売機管理者などに回収箱の設置を義務付け、び
ん・缶などの散乱を防止するとともに、リサイクルを推進
している。
なお、届け出があった自動販売機については審査の上、
確認済証を交付している。
確認済証交付台数　3,665台

リサイクルハウスかざぐるま
ごみの減量や資源の再使用を促進するため、区内在住・
在勤・在学者が日常的にリサイクル活動に取り組める場所
として「リサイクルハウスかざぐるま」を区内２カ所に設
置している。
リサイクルハウスかざぐるまでは、不用品販売、不用品
交換情報の掲示などを行っている。
リサイクルハウスかざぐるま明石町は令和５年９月15日
に京華スクエアに移転し、名称をリサイクルハウスかざぐ
るま八丁堀に変更した。
また、株式会社ジモティーと「リユース活動の促進に向
けた連携と協力に関する協定」を令和５年３月１日に締結
し、リユース活動の広報啓発を図るとともに、地域情報サ
イト「ジモティー」を不用品交換情報の掲載およびリサイ
クルハウスかざぐるま八丁堀の不用品販売などに活用をし
ている。
令和６年７月からリサイクルハウスかざぐるま箱崎町で
も地域情報サイト「ジモティー」の活用を開始する。

施設の概要

名称
概要 八　丁　堀 箱　崎　町

所　在　地 八丁堀３－17－９
（京華スクエア３階） 日本橋箱崎町36－15

開設年月日 令和５年９月15日 平成16年４月21日
電 話 番 号 ☎（6275）2961 ☎（3668）5037
敷 地 面 積 3,394.97㎡ 997.99㎡
延べ床面積 437.92㎡ 614.92㎡

構 造 規 模

鉄筋コンクリート造
地下１階地上３階の
うち１階および３階
の一部

鉄骨鉄筋コンクリー
ト造地上４階のうち
２～３階部分

開 館 時 間 午前９時～午後５時

休　館　日 月曜日、祝日、年末年始（12月28日～１月４日）
および月末の館内整理日

令和５年度利用状況

名称
区分

八丁堀
（～令和５年９
月14日までは
明石町）

箱　崎　町

来 館 者 数 28,963人 27,693人

不 用 品
販売状況

出品者数 7,665人 7,032人

展 示 数 36,510点 46,776点

販売点数 21,448点 27,332点

ごみの収集・運搬
燃やすごみ・燃やさないごみの収集および資源の回収
１　分別
ごみは、燃やすごみおよび燃やさないごみに分別して収
集している。
また、資源については、紙類、びん、缶、スプレー缶、
カセットコンロ用ガスボンベ、ペットボトル、金属製のな
べ・やかん・フライパン、プラスチック製容器包装を集積
所で回収し、ごみの減量とリサイクルを推進している。
２　排出
燃やすごみおよび燃やさないごみは容器による排出を原
則とするが、単身者、共働き世帯などで容器を使用した排
出が困難な場合は、中身の見える袋での排出を認めている。
資源のうち紙類については、新聞、雑誌、段ボールの別
にひもなどで束ね、雑

ざつ

紙
がみ

については紙袋に入れて散らから
ないようにして排出する。
また、びん、缶、金属製のなべ・やかん・フライパンに
ついては、家庭から出す場合は回収コンテナに、事業所か
ら出す場合は分別して中身の見える袋に入れて排出する。
スプレー缶、カセットコンロ用ガスボンベについては、
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家電リサイクル受付センターで回収の申し込みを受け付け
ている。

パソコンの廃棄
不要となったパソコンは、「資源有効利用促進法」に基
づき、製造業者などに再資源化および回収が義務付けられ
ており、回収は排出者がメーカーに申し込む。
なお、自作や廃業したメーカーのパソコンについては、
一般社団法人パソコン３R推進協会で回収の申し込みを受
け付けている。
また、令和４年６月から小型家電リサイクル法の認定事
業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と連携し
たパソコンおよび小型家電の宅配回収を実施している。

ふれあい収集
障害のある方や65歳以上の高齢者などの世帯の方で、身
近な人の協力を得ることができず、集積所までごみや資源
を自ら運び出すことが困難な場合、安否の確認も含めて職
員が玄関先まで訪問して収集（回収）を行っている。
ふれあい収集世帯数　75世帯
事業系ごみ・資源の収集（回収）
事業活動から生じるごみは、資源も含めて事業者が自ら
の責任において適正に処理することが原則であるが、小規
模事業者対策として家庭から排出されるごみなどの収集
（回収）に支障のない範囲において区が有料（事業系有料
ごみ処理券）で収集（回収）している。ごみ・資源の分別・
排出については前述「燃やすごみ・燃やさないごみの収集
および資源の回収」のとおりである。

廃棄物処理手数料
家庭から出る１日平均10kg を超えるごみ、粗大ごみお
よび引っ越しなどにより臨時に排出したごみ、ならびに区
が収集・運搬している事業系一般廃棄物については、条例
および規則に定める処理手数料を徴収している。なお、生
活保護受給者や罹

り

災
さい

した区民などに対しては、条例および
規則に基づき手数料を減額・免除している。
また、町会などが主催する無償奉仕活動や道路・公園な
どの清掃により一時的に出るごみを排出する場合は、事前
の申請によりボランティアシール（ごみ処理券）を交付し、
手数料を免除している。

ごみの搬入先
燃やすごみは中央清掃工場などに、粗大ごみは輸送効率
の向上を図るため、月島粗大中継所を経由して粗大ごみ破
砕処理施設にそれぞれ搬入している。
燃やさないごみ、一部の粗大ごみおよび資源は民間施設
に搬入し、再利用および再生ルートに乗せている。

動物死体処理
犬や猫などの動物死体は、飼い主や土地建物の占有者が
自らの責任で処理することが原則であるが、自ら処理する
ことが困難な場合は処理手数料（１頭につき3,000円）を徴

家庭から出す場合は中身の見える袋に入れて缶用の回収コ
ンテナに排出する。事業所から出す場合は中身の見える袋
に入れて排出する。ただし、他の缶類と一緒に出すときは、
スプレー缶、カセットコンロ用ガスボンベをいったん一つ
の袋に入れてから他の缶類と一緒に排出用の袋にまとめて
排出する。
ペットボトルとプラスチック製容器包装については、家
庭・事業系共に中身の見える袋に入れて排出する。なお、
集合住宅に対しては希望により「回収用ネット」を貸し出
している。
３　収集・回収回数
燃やすごみは週２回、燃やさないごみは週１回収集して
いる。ただし、京橋、銀座、八重洲、日本橋、人形町の一
部地域では、毎日多量のごみが排出されるため、例外的に
燃やすごみの収集回数を増やして対応している。
資源は週１回回収している。なお、プラスチック製容器
包装については、他の資源とは別に回収曜日（プラマーク
の日）を設けている。
なお、ごみの運搬については、中央清掃事務所晴海事業
所から配車する区所有の車両（直営車）と、民間が所有す
る車両（雇上車）で対応している。

廃プラスチックのサーマルリサイクルの実施
資源の有効利用と最終処分場の延命を図るため、平成20
年度からプラスチックごみなどを清掃工場で焼却し、熱エ
ネルギーとして回収するサーマルリサイクルを実施してお
り、回収した熱エネルギーは発電に利用されている。

プラスチック製容器包装の資源回収の実施
資源の有効利用を図るため、平成21年４月から「容器包
装リサイクル法」に基づくプラスチック製容器包装の集積
所回収を実施している。
回収したプラスチック製容器包装は、熱や圧力を加えて
基礎化学原料化するケミカルリサイクルやフレーク状に加
工し製品化するマテリアルリサイクルにより再生されている。

粗大ごみの収集
家庭生活から排出される不要となった家具、寝具、自転
車などは、電話やインターネットによる粗大ごみ受付セン
ターへの事前申し込みに基づき、粗大ごみとして戸別に収
集している。
なお、収集に当たっては処理手数料（有料粗大ごみ処理
券）を徴収している。

家電リサイクル法対象品目の廃棄
家庭生活から排出される不要となったエアコン、テレビ

（ブラウン管・液晶・プラズマ・有機 EL）、洗濯機、冷蔵
庫（冷凍庫）、衣類乾燥機は、「家電リサイクル法」に基づ
き、製造業者などに再商品化が義務付けられており、回収
は購入した小売店または買い替える小売店に依頼する。
なお、引っ越しなどで家電小売店に引き渡せない場合は、
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収して区が引き取り、処理業者に火葬処分を委託している。

動物死体処理作業状況 　（令和５年度）

合　計 犬 猫 その他

128頭 ７ 15 106

ふれあい指導
区民および事業者に対して、ごみの減量や排出方法、手
数料制度やリサイクルなどについて対話によるきめ細かな
説明や指導を行い、清掃事業への一層の理解と協力を得る
ことを目的に「ふれあい指導」を収集職員が一丸となって
取り組んでいるが、問題のある集積所などへは、特に設け
た「ふれあい指導班」が訪問し、指導を行っている。

資源持ち去り防止対策
区内の集積所における新聞、雑誌・雑紙、段ボール、び
ん、缶などの資源物を第三者が持ち去る行為を防止するた
め、平成21年４月に「中央区廃棄物の処理及び再利用に関
する条例」を改正し、資源物の持ち去り行為を禁止した。
持ち去り行為防止対策として、集積所のびん・缶用コン
テナへの警告文の表示や、持ち去り禁止表示のある新聞回
収袋を区役所、中央清掃事務所、日本橋・月島・晴海特別
出張所、京橋・日本橋・月島・晴海図書館で配布するとと
もに、区内の集積所を車でパトロールし、集積所で資源の
持ち去りを発見した場合は口頭注意を行い、「資源物の持
ち去り行為現場確認書」を交付し、その場所で積んだ資源
物を降ろすよう指導している。さらに、古紙の持ち去り行
為撲滅に向けては、区域を越えた広域での対策が有効なこ
とから、平成26年12月に本区を含む18区がそれぞれ古紙問
屋組合などと覚書を締結し、GPS 端末器による持ち去り
行為の追跡調査を必要に応じて行っている。

清掃（事業）協力会
京橋清掃協力会および日本橋清掃事業協力会は、昭和30
年代にごみの排出量が急増したことを契機に、清潔な生活
環境の保持と公衆衛生の向上を図るため、住民の自主的な
組織として結成された。住民が主体となってごみの減量お
よびリサイクルの推進など、清掃・環境保全事業の普及に
努めている。
施設の概要
１　中央清掃事務所
所在地　京橋１－19－６
　　　　☎（3562）1521
清掃車両　軽貨物車３台
２　晴海事業所
所在地　晴海５－２－２
　　　　 晴海地域交流センター「はるみらい」１階の一

部および地下１階

　　　　☎（3531）3053
清掃車両　 大型清掃車４台、小型清掃車２台、軽貨物車

４台
３　日本橋待機所
所在地　日本橋箱崎町36－15
４　月島粗大中継所・月島待機所
所在地　月島４－21－１

中央区収集ごみ量・資源量　（令和５年度）

合　　　計 43,250t

燃 　 や 　 す 　 ご 　 み 31,350

燃 や さ な い ご み  1,315

粗 　 　 大 　 　 ご 　 　 み  1,963

資　　　　　　　　　源  8,622

１　日　平　均      140

◎管内集積所数　5,995カ所　作業日数310日

中央区収集ごみ量・資源量の推移

３平成 30 令和元 ２ ４ ５年度

6

万ｔ

5

4

3

2

1

0

資源
ごみ

(8,577)
35,304（7,353）

35,751
（7,734）
36,384

（8,436）
36,320

（8,626）
35,954 （8,622）

34,628

◎ 資源、ごみ量は端数を四捨五入して算出している。
◎ （　）内は資源で、外数である。資源回収量は、資源（分
別）回収・拠点回収・ピックアップ回収の合計数値である。
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年４月から、プラスチックごみ、ゴム・皮革製品を燃やさ
ないごみから燃やすごみに分別を変更した。併せて、さら
なるごみの減量・リサイクルを推進している。

災害廃棄物処理計画
本区では、大規模災害が発生した場合、区民の生活環境
の保全、早期の復旧・復興を図り、都市の持続性を確保す
るため、令和４年３月に「中央区災害廃棄物処理計画」を
策定した。
地震などの災害によって発生する廃棄物および被災者や
避難者の生活などに伴い発生する廃棄物を、次の７つの基
本方針を基に処理する。
＜基本方針＞
１　安全の確保
２　計画的な対応・処理
３　リサイクルの推進
４　衛生的な処理
５　経済性に配慮した処理
６　区民や事業者への分かりやすい排出指導
７　共同処理及び関係機関との連携

清掃車の稼働状況 　（令和５年度）

合　　　　　計 52（ 8 ）台
大　型　清　掃　車  5（ 2 ）　
中　型　清　掃　車  1　　　　
小　型　清　掃　車 14（ 1 ）　
小 型 ダ ン プ 車  4　　　　
資　源　回　収　車 23　　　　
軽 　 貨 　 物 　 車  5（ 5 ）　

◎（　）内は予備車を除く区所有の車両を内書

ごみの中間処理
平成15年７月、区長会で「23区は、工場のある区もない
区も相互に協調・連携し、全体の責任として、特別区の区
域から排出される一般廃棄物の安定的な中間処理体制を確
保すること」が確認され、平成17年度末までの共同処理と
されていた特別区における燃やすごみの中間処理は、平成
18年度以降も当分の間、23区が共同で設立した東京二十三
区清掃一部事務組合（平成12年４月１日設立）による共同
処理を行うこととなった。また、燃やさないごみ、粗大ご
みの中間処理、し尿の処理についても東京二十三区清掃一
部事務組合による共同処理を行っている。なお、本区にお
いては燃やさないごみおよび一部の粗大ごみについて、資
源化を行っている。

中央清掃工場
中央清掃工場は、平成13年８月に本稼働した。管理運営
は、東京二十三区清掃一部事務組合により行われている。
工場は日量600ｔの焼却能力を有し、最新の設備の導入に
より公害防止対策に万全を期している。また、「運営への
区民参加」「徹底した情報公開」「地域への貢献」の三原則
のもとに、住民と行政で構成する中央清掃工場運営協議会
を設置し、中央区にふさわしい開かれた清掃工場の運営を
行っている。
所 在 地　晴海５－２－１
　　　　　☎（3532）5341
敷地面積　約29,700㎡（清掃関連施設を含む）
処理能力　日量600ｔ（300ｔ炉×２）

ごみの最終処分
東京23区では多量のごみを処分できる大規模な埋め立て
処分場を内陸部に確保することが難しいことから、ごみの
最終処分は、現在都に委託しており、都が東京港内に設
置・管理する中央防波堤外側埋立処分場および新海面処分
場を使用して埋め立て処分を行っている。新海面処分場は、
東京港内における最後の処分場とされており、この貴重な
最終処分場をできる限り長期間使用していくため、平成20




